
政
令
第

号

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
第
四
号
及
び
第
五
号

並
び
に
第
五
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
十
三
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
七

一
・
一
・
一
・
三
・
三
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
四
五
ｆ
ａ
）

十
八

一
・
一
・
一
・
三
・
三
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
ブ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
三
六
五
ｍ
ｆ
ｃ
）

第
一
条
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
四

一
・
一
・
一
・
二
・
三
・
三
―
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
六
ｅ
ａ
）

十
五

一
・
一
・
一
・
二
・
二
・
三
―
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
六
ｃ
ｂ
）

第
一
条
中
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
六
一
）



第
一
条
中
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

一
・
二
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
五
二
）

第
二
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。四

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
デ
カ
リ
ン
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｃ
―
九
一
―
一
八
）

第
四
条
第
二
号
中
「
二
十
一
」
を
「
二
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
三
百
十
」
を
「
二
百
九
十
八
」
に
改
め
、
同
条

第
四
号
中
「
一
万
千
七
百
」
を
「
一
万
四
千
八
百
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
六
百
五
十
」
を
「
六
百
七
十
五
」
に
改
め
、

同
条
第
六
号
中
「
百
五
十
」
を
「
九
十
二
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
二
千
八
百
」
を
「
三
千
五
百
」
に
改
め
、
同
条
第
八

号
中
「
千
」
を
「
千
百
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
千
三
百
」
を
「
千
四
百
三
十
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
三
百
」
を

「
三
百
五
十
三
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
三
千
八
百
」
を
「
四
千
四
百
七
十
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
十
四
号
中
「
二
万
三
千
九
百
」
を
「
二
万
二
千
八
百
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次



に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
三

三
ふ
っ
化
窒
素

一
万
七
千
二
百

第
四
条
第
二
十
三
号
中
「
七
千
四
百
」
を
「
九
千
三
百
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

三
十
一

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
デ
カ
リ
ン

七
千
五
百

第
四
条
第
二
十
二
号
中
「
七
千
五
百
」
を
「
九
千
百
六
十
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
九
号
と
し
、
同
条
第
二
十
一
号

中
「
八
千
七
百
」
を
「
一
万
三
百
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
八
号
と
し
、
同
条
第
二
十
号
中
「
七
千
」
を
「
八
千
八
百

六
十
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
七
号
と
し
、
同
条
第
十
九
号
中
「
七
千
」
を
「
八
千
八
百
三
十
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
二
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
六

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
万
七
千
三
百
四
十

第
四
条
第
十
八
号
中
「
九
千
二
百
」
を
「
一
万
二
千
二
百
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
七
号
中

「
六
千
五
百
」
を
「
七
千
三
百
九
十
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
中
「
千
三
百
」
を
「
千
六

百
四
十
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
五
号
中
「
五
百
六
十
」
を
「
六
百
九
十
三
」
に
改
め
、
同
号



を
同
条
第
十
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十

一
・
一
・
一
・
三
・
三
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

千
三
十

二
十
一

一
・
一
・
一
・
三
・
三
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
ブ
タ
ン

七
百
九
十
四

第
四
条
第
十
四
号
中
「
六
千
三
百
」
を
「
九
千
八
百
十
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号

を
加
え
る
。

十
七

一
・
一
・
一
・
二
・
三
・
三
―
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

千
三
百
七
十

十
八

一
・
一
・
一
・
二
・
二
・
三
―
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

千
三
百
四
十

第
四
条
第
十
三
号
中
「
二
千
九
百
」
を
「
三
千
二
百
二
十
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
中
「

百
四
十
」
を
「
百
二
十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

十
二

第
四
条
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

一
・
二
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

五
十
三

第
五
条
第
七
号
中
「
二
十
一
」
を
「
二
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
三
百
十
」
を
「
二
百
九
十
八
」
に
改
め
、
同
条



第
九
号
中
「
第
十
六
号
」
を
「
第
二
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
三
号
」
を
「
第
二
十
三
号

か
ら
第
三
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
二
万
三
千
九
百
」
を
「
二
万
二
千
八
百
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

十
二

三
ふ
っ
化
窒
素
の
排
出
を
伴
う
事
業
活
動
と
し
て
別
表
第
十
三
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
活
動
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
合
算
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
三
ふ
っ
化

窒
素
の
排
出
量
に
一
万
七
千
二
百
を
乗
じ
て
得
た
量
が
三
千
ト
ン
以
上
で
あ
る
も
の

第
五
条
の
二
第
三
号
中
「
二
十
一
」
を
「
二
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
三
百
十
」
を
「
二
百
九
十
八
」
に
改
め
、

同
条
第
五
号
中
「
第
十
六
号
」
を
「
第
二
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
三
号
」
を
「
第
二
十

三
号
か
ら
第
三
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
二
万
三
千
九
百
」
を
「
二
万
二
千
八
百
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

八

前
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
者
が
設
置
し
て
い
る
事
業
所
の
う
ち
、
別
表
第
十
三
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
活
動
の
区
分
に

応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
合
算
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
三
ふ
っ
化
窒
素
の
排
出
量
に
一
万
七
千
二
百
を
乗

じ
て
得
た
量
が
三
千
ト
ン
以
上
で
あ
る
も
の



第
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

三
ふ
っ
化
窒
素

別
表
第
十
三
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
活
動
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
合
算
す
る
方

法
別
表
第
十
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
十
三
（
第
五
条
―
第
六
条
関
係
）

一

三
ふ
っ
化
窒
素
の
製
造

算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
三
ふ
っ
化
窒
素
の
量
（
ト
ン
で
表
し

た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
三
ふ
っ
化
窒
素
の
一
ト
ン
当
た
り
の
製
造
に
伴
い
排
出

さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
当
該
三
ふ
っ
化
窒
素
の
量
と
し
て
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

二

半
導
体
素
子
等
の
製
造

算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
半
導
体
素
子
、
半
導
体
集
積
回
路
若
し
く
は
液
晶

デ
バ
イ
ス
の
加
工
の
工
程
に
お
け
る
ド
ラ
イ
エ
ッ
チ
ン
グ
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
装
置

の
洗
浄
に
使
用
さ
れ
た
三
ふ
っ
化
窒
素
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、

当
該
三
ふ
っ
化
窒
素
の
一
ト
ン
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た



三
ふ
っ
化
窒
素
の
量
と
し
て
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て

得
ら
れ
る
量
か
ら
、
当
該
使
用
さ
れ
た
三
ふ
っ
化
窒
素
の
う
ち
適
正
に
処
理
さ
れ
た

も
の
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
ら
れ
る
量

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
報
告
す
べ
き
同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

最
新
の
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
種
類
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
各
温
室
効
果
ガ
ス
の
地
球
温
暖
化
係
数
を

定
め
、
及
び
変
更
す
る
ほ
か
、
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
者
の
範
囲
、

当
該
排
出
量
の
算
定
方
法
等
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


